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４ 

令和８年８月１日からごみ処理手数料を改定 
 

前回改定を行った令和２年７月以降、物価や人件費の高騰の影響でごみ処理にかかるコストが増

加し、今後も年々増加していく見込みです。このことから、将来にわたり安定したサービスの提供

や施設の稼働を保持していくため、８月１日から、ごみ処理手数料を概ね１０％値上げ改定します。 

 

１．見附市のごみ処理の状況 

 ・前回改定を行った令和２年度と令和６年度の比較で、ごみ処理量は1,081トン（9.6％）減少 

 ・ごみ処理にかかる市の実負担額がトンあたりで21.5%（4,757円）増加 

  ※ごみ処理にかかる経費の状況の詳細は裏面に記載 

 

２．改定内容 

 ・家庭向けに、燃えるごみ・燃えないごみの指定袋や粗大ごみの処理券、清掃センターに直接持

ち込む場合の手数料を８％～１０％値上げ改定。 

 ・事業者向けに、清掃センターに直接持ち込む場合の手数料を９％値上げ改定。 
 

 ＜ごみ処理手数料一覧表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※指定袋は１袋１０枚入りで販売。 

 

  ※指定袋は１袋１０枚入りで販売。 

 

３．改定日 

  令和８年８月１日（土）から 

   ※７月３１日（金）以前に購入済みのごみ袋などは引き続き使用できます。 

 

 

 

 

 

大 ４０㍑ 42円 46円 4円 10%

中 ２５㍑ 26円 28円 2円 8%

小 １０㍑ 11円 12円 1円 9%

極小 ５㍑ 5円 5円 0円

大 ４５㍑ 47円 51円 4円 9%

小 １０㍑ 11円 12円 1円 9%

大 90円 10%

中 60円 10%

小 30円 10%

１０ｋｇまで 10円 10%

１０ｋｇ増すごと 10円 10%

１０ｋｇまで 10円 9%

１０ｋｇ増すごと 10円 9%

増額 改定率

家
庭

事
業

直接持込 燃えるごみ・燃えないごみ

燃えるごみ・燃えないごみ直接持込

処理券 粗大ごみ（１枚につき）

指定袋（※）

燃えるごみ（１枚につき）

燃えないごみ（１枚につき）

排出区分
現行

ごみ処理手数料

改定

990円

660円

330円

110円

110円

120円

120円

900円

600円

300円

100円

100円

110円

110円
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 ＜参考：年間のごみ処理にかかる経費の状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歳入】ごみ袋の手数料、粗大ごみ処理券などのごみ処理手数料合計額 

【歳出】ごみの収集運搬、粗大ごみの回収運搬、ごみ袋の製作費用、清掃センターおよび最終処分 

    場の施設管理費用の合計額（清掃センターの補修費用は除く） 

（参考）清掃センターの予防保全にかかる補修費用を反映した場合の市実負担額 

    R6市実負担額 37,153円/㌧－ R2市実負担額：22,177円/㌧ = 14,976円/㌧(67.5％増)  

 

 

 

 

 

歳入 105,443千円

歳出 356,245千円

歳入 98,086千円

歳出 373,574千円

4,757円/㌧

＋21.5%

22,177円/㌧

26,934円/㌧

ごみ処理経費
（大規模な補修費用は除く）

歳入－歳出＝（Ｂ）

市実負担額/㌧
（Ｂ÷Ａ）

250,802千円

275,487千円

24,686千円

＋9.8%

年度

R2

R6

増減

ごみ処理量
（Ａ）

11,309㌧

10,228㌧

▲1,081㌧

▲9.6%


